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第１章 共通 仕様書 

第１節 適 用 

 

本仕様書は、泉南清掃事務組合（以下「本組合」という。）が発注する「ご

み処理基本計画及び地域計画策定業務委託」（以下「本業務」という。）に適用

する。 

 

第２節 業務名 

 

ごみ処理基本計画及び地域計画策定業務委託 

 

第３節 本業務の目的 

 

本組合では、平成 24年３月に策定した「泉南清掃工場長寿命化計画」に基

づき、平成 24年度から平成 26年度にかけて実施した、泉南清掃工場（破砕施

設を含む焼却施設）の基幹的設備改良工事により施設を延命し、令和 12年度

に供用開始とする次期清掃工場(焼却施設及び破砕施設)の建替えを計画してい

るところである。 

令和２年度においては、「次期ごみ処理施設基礎調査業務委託」により、本

組合の既存敷地内において、令和 12年度を目標年次とした施設規模及び公害

防止基準等を想定した施設について建替えが可能であることを確認した。 

このことを踏まえ、本業務においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和 45年法律第 137号）（以下「廃棄物処理法」という。）第６条第１項の

規定に基づき、平成 23年度に本組合、泉南市及び阪南市（以下「構成市」と

いう。）連名のもと策定された現行の「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（以

下「ごみ処理基本計画」という。）が令和３年度に期間が満了することから、

見直しを含めた次期計画書を作成する。 

なお、令和 12年度に新たにごみ処理施設の供用開始を計画してることか

ら、次期ごみ処理施設の建設を視野に入れたものとする。 

また、次期清掃工場の建替え計画を含め、既存一般廃棄物処理施設の整備計

画にあたり、循環型社会形成推進交付金（環境省）を活用する予定であること

から、一般廃棄物処理施設整備事業に際し、循環型社会形成推進交付金制度に

基づき、廃棄物の 3Rを総合的に推進するため市町村等の自主性と創意工夫及

び明確な目標設定のもと、循環型社会の形成を図るための「循環型社会形成推

進地域計画」（以下「地域計画」という。）を作成し、地域計画の承認申請及び

交付申請に係る手続き、並びに各計画書策定までの総合的支援を目的とする。 

 

第４節 履行場所 

 

（１）本仕様書の示す場所：泉南清掃事務組合 （阪南市尾崎町 532番地） 

（２）計画対象地域（圏域）：泉南市、阪南市  
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第５節 本業務の履行期間 

 

（自）令和 ３ 年  月  日（本業務契約日） 

（至）令和 ４ 年 ３ 月 31 日 

 

第６節 業務内容 

 

本業務の大綱は次の事項に示すものであり、詳細については「第２章 特記

仕様書」に示すとおりである。 

 

（１）ごみ処理基本計画の策定に関すること。 

（２）地域計画の策定、承認申請及び交付申請に関すること。 

 

第７節 敷地内既存施設の概要 

 

（１）敷地面積      27,726㎡ 

 

（２）既存施設 
 
【焼却・破砕施設】 

・全連続ストーカー式焼却施設  － 190ｔ/日（95t/日×２基） 

・衝撃剪断併用回転式破砕機  － 20ｔ/５ｈ×1基 

※工場棟（管理棟含む）、計量棟、排水処理棟、倉庫、煙突 
 

【不燃物処理資源化施設】 

・選別、圧縮梱包 廃プラスチック系 － ３t/h 

 缶・瓶系 － ４t/h（20t/５h） 

 PETボトル系 － 500kg/h 

※工場棟、倉庫 A/B 
 
【粗大ごみ選別ストックヤード】 

・選別、保管 

（資源ごみ：金属類、家電等） 

－ 480㎡ 

 
【余熱利用施設】 

・温水プール（指定管理者制度導入） 
 
【庁舎】 

・泉南市清掃庁舎（泉南市清掃課） 

・阪南市清掃庁舎（阪南市資源対策課） 
 
【その他】 

・駐車場等 
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第８節 関係法令順守 

 

受託者は、本業務の遂行にあたり、関係法令、指針、通達等を調査熟知し、

業務内容に不備のないようにしなければならない。 

 

第９節 受託者の義務 

 

受託者は、本業務の履行にあたり、本業務の目的、趣旨等を十分に理解した

上で、最高の技術を発揮して本業務の遂行を行うこと。 

なお、本仕様書に定めのないものについて、計画の策定上必要と思われる事

項については、本組合、受託者協議の上、これを行うものとする。 

 

第１０節 業務管理 

 

（１）受託者は、本業務の円滑且つ適正な進捗を図るため、十分な経験を有す

る技術者として管理（主任）技術者及び照査技術者を配置するものとす

る。 

（２）管理（主任）技術者及び照査技術者は、技術士（技術士法：衛生工学部

門[廃棄物管理、廃棄物処理、廃棄物管理計画のいずれか]）の資格を有

し技術士として登録された者であり、本業務の全般にわたり技術的監理

等を行うものとする。 

（３）管理（主任）技術者及び照査技術者は兼務できないものとする。 

（４）本業務の進捗を図るため、本業務実施前、実施中に本組合及び受託者は

十分な協議を行うものとする。 

（５）協議打合せ事項等は、受託者が議事録を作成し、本組合に提出し承諾を

得ることとする。 

 

第１１節 中立性の保持 

 

受託者は、常にコンサルタントとしての中立を保持するよう努めなければな

らない。 

 

第１２節 秘密の保持 

 

受託者は、本業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏洩または転用してはなら

ない。 

 

第１３節 費用負担 

 

本業務に伴い、土地への立ち入り調査、その他により物件に損害又は補償が

生じた場合の費用負担は受託者の負担とする。 
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第１４節 工程管理 

 

受託者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し協議

しなければならない。 

 

第１５節 関係官公庁との協議 

 

受託者は、関係官公庁と協議を行うとき、または協議を求められた時は、誠

意をもってこれにあたり、その内容は遅滞なく本組合に報告しなければならな

い。 

 

第１６節 本業務上の提出書類 

 

（１）業務着手時の提出書類 

 

受託者は、本業務の着手に先立ち、次の関係書類を遅滞なく本組合に提出

し、承諾を受けるものとする。 

なお、管理（主任）技術者及び照査技術者の届出（選任）については、入

札にあたり受託者が選任した者と同一とし、やむを得ず特別な理由により変

更が生ずる場合は、本組合の承諾を必要とする。 

 

①  着手届 

②  工程表 

③  管理（主任）技術者届 

④  照査技術者届 

⑤  業務計画書 

 

（２）業務完了時の提出書類 

 

受託者は、本業務の完了にあたって次の書類を提出しなければならない。 

 

①  完了届 

②  納品書（成果品含む。） 

 

第１７節 検査 

 

受託者は、本業務完了後、所定の手続きを経て本組合の検査を受けるものと

し、検査完了の合格をもって完了とする。 

 

第１８節 資料の貸与 

 

（１）本組合は、受託者に本業務に必要な資料を所定の手続を経て貸与するも
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のとする。 

（２）受託者は、本業務完了までに貸与されたものを本組合に返却すること。 

 

第１９節 成果品 

 

本業務の成果品は､以下のとおりとする｡ 

 

（１）本業務報告書               ― １式 

 

次のとおり納品すること。 

 

① ごみ処理基本計画の策定業務に係るもの。 

 

区分 製本仕様 種別 部数 

本 編 
レザック製本 

（Ａ４版） 

泉南清掃事務組合版 50部 

泉南市版 50部 

阪南市版 50部 

概 要 
平とじ 

（Ａ４版） 

泉南清掃事務組合版 20部 

泉南市版 20部 

阪南市版 20部 

 

② 地域計画の策定業務に係るもの。 

 

区分 仕様 種別 部数 

本 編 
レザック製本 

（Ａ４版） 

(連名) 

泉南清掃事務組合、泉南市、阪

南市 

60部 

概 要 
平とじ 

（Ａ４版） 

(連名) 

泉南清掃事務組合、泉南市、阪

南市 

60部 

 

（２）成果品の電子ファイル          － １式 

 

（３）その他必要なもの            － 必要数 

 

※本業務に係る契約手続き関係、議事録等及び地域計画の承認申請並びに

交付申請に必要な書類を含む。 
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第２章  特記仕様書 

第１節 ごみ処理基本計画の策定業務 

 

業務内容 

 

ごみ処理基本計画の策定は、廃棄物処理法第６条第１項の規定に基づいて

策定するもので、作成される計画書にあっては「ごみ処理基本計画策定指針」

（平成 28 年９月 15 日付環廃対発第 1609152 号環境省大臣官房廃棄物･リサイ

クル対策部廃棄物対策課長通知）を参考にすることを前提とし、その基本と

なる検討事項を次のように定めるほか、策定にあたり当然必要とされる検討

事項等については、本業務に含むものとする。 

 

 計画策定の趣旨 

 

ごみ処理基本計画の趣旨、関連法令の整理、計画期間及び目標年度等につ

いて整理すること。 

なお、計画期間は計画策定時より 15 年間とし、必要に応じて中間目標年度

を定めるものとする。 

 

 ごみ処理に関する基礎資料などの収集･整理（基礎調査） 
 

 基本的事項の把握 

 

ごみ処理対象地域の現状把握のために、以下に示す既往資料の収集と

整理及び解析を行うこと。 

 

① 自然的概況 

② 人口動態・分布 

③ 市街地・集落等の状況 

④ 産業の動向 

⑤ 土地利用状況 

⑥ 将来計画（関係法令、国・大阪府などが定めるごみ処理に関する上位

計画、構成市の総合計画等、その他関連計画、その他環境保全等） 

 

 ごみ処理の現況把握 

 

既往の資料に基づき、本組合及び構成市におけるごみの発生、収集・

運搬、中間処理及び最終処分の状況について実態を整理すること。 

 

① ごみの種類別発生量の現況 
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ｱ) 家庭系ごみ及び事業系ごみについて、過去５年間を基本とし、実

績により種類ごとに発生量を把握し、整理・検討すること。 

ｲ) ごみの種類は、原則として、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資

源ごみ（集団回収含む）、とすること。 

 

② ごみの性状 

 

ごみの種類別、焼却灰・飛灰の組成及び発熱量について、過去５年間

を基本とし、ごみ質の特性を把握し整理・検討すること。 

 

③ ごみ処理体制 

 

ごみの発生・排出抑制、分別区分、収集・運搬、中間処理、最終処分

等に関わる運営管理などを整理すること。 

 

④ ごみ処理の実績 

 

ｱ) ごみの種類別発生量、減量化・再生利用、収集・運搬、中間処

理、最終処分、温室効果ガス排出量等の状況について、過去５年

間を基本とし、実績を把握・整理すること。 

ｲ) 直近年の実績をフローチャート等で図示すること。 

ｳ) ごみ処理に係る財政及び処理コストについて、過去５年間を基本

とし、実績を把握・整理すること。 

 

 ごみ処理行政等の動向 

 

① ごみ処理行政の動向 

 

国、大阪府及び近隣市町村におけるごみ処理行政の動向について整理

すること。 

また、ごみ処理広域化の状況についても整理すること。 

 

② 関係法令等 

 

ごみ処理に関する法令、国や都道府県の廃棄物処理に関する基本方針

や基本計画、環境 保全などのごみ処理に関する法令の整理を行うこと。 

 

③ ごみ処理技術の動向 

 

最近のごみ処理技術に関する動向を調査し整理すること。 
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 ごみ処理に関する課題の抽出・整理 

 

 ごみ処理の評価 

 

２.（２）で整理した実績を基に、ごみ処理システムについて、発生・排

出抑制、循環型社会形成面、公共サービス面、環境負荷面、経済面等につ

いて評価すること。 

評価にあたっては、本組合及び構成市で設定した目標値、国の目標値、

全国・都道府県・類似団体の平均値等の組合せによって評価し、評価項目

や数値化に関しては、平成 25年 4月に環境省が改訂公表した「市町村にお

ける循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システム構築の指針」を参

考とすること。 

また、これまで取組んできた施策の進捗、効果についても評価するこ

と。 

 

 課題の抽出 

 

これまでの実績、実績に対する評価、施策の取組み状況の評価に基づ

き、発生・排出抑制、資源化、収集・運搬、中間処理、最終処分、ごみ処

理経費などのごみ処理行政の課題、住民、事業者の果たすべき役割に関す

る課題について分析し整理すること。 

 

 ごみ処理基本計画の基本方針等 

 

 基本方針 

 

ごみ処理基本計画の基本方針を明らかにすること。 

 

 他の計画との関連 

 

関係法令、上位計画、構成市の関連計画との関係について整理するこ

と。 

 

 目標年次 

 

目標年次は原則として計画策定時より 15年とし、必要に応じて中間目標

年次を設けること。 
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 ごみ処理基本計画の内容 

 

 ごみの発生量及び処理量の見込 

 

現況のごみ排出量を発生源別に家庭系ごみ、事業系ごみ及び直接搬入ご

み、資源ごみ等について調査し、人口統計、産業構造等を考慮して、将来

の計画目標年次に至るまでのごみ減量化量･再生利用量、排出量等をごみの

種類別に推計すること。 

推計は、現状施策のまま推移する発生量及び処理量を推計するととも

に、新たな施策を実施する場合の発生量及び処理量を推計すること。 

 

① ごみの減量化量・再生利用量の見込み 

② ごみの発生量、処理量の見込み 

 

 ごみの発生抑制のための方策 

 

① 組合及び構成市における方策 

② 住民における方策 

③ 事業者における方策 

 

 分別して収集するものとしたごみの種類及び分別の区分 

 

家庭、事業所から排出される段階で再生利用に配慮した区分で分別収集

できるよう分別区分等の検討を行うこと。 

なお、計画目標年次におけるごみの発生量及び排出抑制量、処理量及び

容器包装廃棄物の排出量の見込み、分別基準適合物の特定分別基準適合物

ごとの量等を推計すること。 

 

 ごみ処理計画の策定 

 

処理計画は、以下に挙げる項目について詳細な施策を検討すること。 

目標年次に至るまでの処理計画の内容を現行の処理内容を踏まえ、ごみ

の種類別、処理主体別に定めること。 

処理主体については、本組合等による広域処理、PFI等の民間活用につ

いても検討すること。 
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① 発生・排出抑制計画 

② 資源化計画 

③ 収集・運搬計画 

④ 中間処理計画 

⑤ 最終処分計画 

⑥ 啓発・推進計画 

⑦ その他 

 

 ごみ処理施設整備等の施策 

 

上記（４）の計画に基づき、整備が必要な施設ごとに処理能力、処理方

式、財政措置について検討すること。 

また、新施設の建設、長寿命化・延命化が必要な施設については、その

工事時期について検討すること。 

 

① ごみ処理施設の整備に関する事項 

② 新炉建設、長寿命化・延命化の時期の検討 

③ ごみ処理に要する経費及び財務に関する事項（PFI方式導入等の民間

活用も含む） 

 

 事業スケジュール 

 

策定された処理計画について、事業スケジュールを以下の項目について

まとめること。 

 

① 施設建設計画 

② 事業スケジュール 

 

 パブリックコメントの実施支援 

 

ごみ処理基本計画（素案）について、住民等からの意見を広く募集し計画

へ反映することを目的に、本組合及び構成市それぞれについてパブリックコ

メントを実施する。 

受注者は、パブリックコメントの実施に際して以下の支援を行うこと。 

 

 パブリックコメント用資料の作成 

 

パブリックコメントに資するため、資料を作成すること。 

 

 質問及び意見の取りまとめ、回答案の作成 

 

案に対して寄せられた住民等の質問・意見を整理するとともに、回答案
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を作成すること。 

 

ごみ処理基本計画の策定に係る留意事項 

 

 素案策定時期 

 

ごみ処理基本計画の策定にあたり、パブリックコメント及び議会等への

報告が必要とすることから、素案として令和３年９月末日までに作成する

こと。 

 

 地域計画との関係 

 

地域計画については、ごみ処理基本計画と整合性があることが前提とさ

れていることから、地域計画の策定にあたり、パブリックコメントの手続

きが必要とする場合、ごみ処理基本計画にあわせて実施するものとする。 

なお、国及び大阪府への地域計画の承認申請にあっては、ごみ処理基本

計画を添付する必要があるため、双方の確定次期について留意すること。 

 

 協議及び成果品 

 

策定に係る協議については、本組合及び構成市関係部局の職員も参画し

実施することを前提とする。 

また、成果品については、本組合と構成市それぞれ個別に策定し納品す

すること。 
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第２節 地域計画の策定業務 

 

業務内容 

 

地域計画の策定にあっては、最新の「循環型社会形成推進交付金要綱」（令

和３年３月 31 日付環循適発第 2103311 号環境事務次官通知）、「循環型社会形

成推進地域計画作成マニュアル」（令和３年３月 31 日付環境再生・資源循環

局廃棄物適正処理推進課通知）並びに関係する法令等に準拠し進めるととも

に廃棄物処理法第５条の２に規定する基本方針に沿った地域計画を作成しな

ければならない。 

また、地域計画は別途策定されたごみ処理基本計画に基づいて作成するも

のとし、その基本となる検討事項を次のように定めるほか、地域計画の大臣

承認や交付申請手続きに当然必要とされる事項については、本業務に含むも

のとする。 

 

 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

 

 対象地域 

 

① 計画の対象とする本組合及び構成市ごとに、人口、面積を整理するこ

と。 

② 計画地域の施設位置等、計画に必要な情報を示した地図を作成するこ

と。 

 

 計画期間 

 

原則として５年を目安に計画期間を設定すること。ただし、計画期間が

５年では妥当でないと判断される場合は、７年程度を限度として設定する

こと。 

 

※長期にわたる継続的事業がある場合、１次計画、２次計画といった数

次にわたる計画とし、次期計画の策定がスムーズに立案できるよう心

掛けること。 

 

 基本的な方向 

 

３Ｒの推進に関する計画の目標、対象地域の目指す姿などについて、地

域の廃棄物発生・排出特性や、これまでの廃棄物施策の推移、産業動向な

ど、地域の特色に配慮した重点的な施策の方向を考慮して検討すること。 

 

 ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況 
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管内市区町村との連携、広域化・集約化の検討状況との連携、広域化・

集約化の検討し、また焼却施設の新設においては本件について検討するこ

とが循環型社会形成推進交付金（環境省）の交付要件であることから、次

のことを例に検討すること。 

 

① 広域化・集約化の達成年度や具体的な目標 

② 施設整備の広域化・集約化における位置づけ 

③ 地域の広域化・集約化が困難である場合、その理由等 

④ その他、地域の広域化・集約化に関すること 

 

 循環型社会形成推進のための現状と目標 

 

 一般廃棄物の処理の現状 

 

圏域における過去５年以上の一般廃棄物の排出量、再生利用量、熱回収

量、中間処理による減量化量、最終処分量の推移を把握し、直近年の実績

をフローチャート等で整理すること。 

 

 生活排水処理 の現状 
 

過去５年以上の生活排水の処理人口、排出量、処理・処分量の推移を把

握し、直近年の実績をフローチャート等で整理すること。 

 

 一般廃棄物等の処理目標 

 

基本的な方向に従って、計画終了年度における排出量、再生利用量、中

間処理による減量化量、熱回収量、最終処分量、その他の指標に関する目

標値を設定すること。 

 

 生活排水処理の目標 

 

基本的な方向に従って、計画終了年度における処理形態別人口、排出量

の指標に関する目標値を設定する。 

 

 施策の内容 

 

 発生抑制、再使用の推進 

 

基本的な方向に従って、廃棄物処理の有料化、環境教育・普及啓発、マ

イバック運動・レジ袋対策・簡易包装など、地域で解決可能な施策に関す

る事項、汚濁負荷量削減のための生活排水対策などについて検討・整理す

ること。 
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 処理体制 

 

生活系一般廃棄物、事業系一般廃棄物、産業廃棄物（併せ産廃）、及び生

活排水の処理体制について、分別区分、収集運搬・処分方法、各種リサイ

クル法への対応、併せ産廃の受入対応、生活排水の処理対策等に関する事

項について検討・整理すること。 

 

 処理施設の整備 

 

基本的方向に従って、再生利用推進のための施設、熱回収等のための施

設、適正な最終処分のための施設、収集運搬の最適化のための施設、併せ

産廃モデル施設、し尿処理のための施設、浄化槽整備のうち、整備が必要

となる施設について、施設の種類、処理能力、設置予定地、事業期間、事

業費について検討・整理すること。 

 

 施設整備に関する計画支援事業 

 

施設整備に関して必要となる土地・地盤・地下水等の調査、周辺環境調

査、測量、計画、設計、施工監理等の計画支援事業の内容と費用について

検討・整理すること。 

 

 その他の施策 

 

その他、施設整備や処理体制などに直接関係しない施策、地域住民等と

の協働・助成などの事項、不法投棄対策に関する事項、災害時の廃棄物 処

理に関する事項等について検討・整理すること。 

 

 計画のフォローアップと事業評価 

 

 計画のフォローアップ 

 

計画の進捗状況の把握に関する事項を検討・整理する。 

 

 事後評価及び計画の見直し 

 

計画の事後評価、計画の見直しに関する事項を検討・整理すること。 

 

 地域計画の添付書類の作成 

 

地域計画に、添付が必要な資料について取りまとめること。 

具体的には、今後予定する交付金事業に関する施設概要や計画支援に関し
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て、現時点で可能な範囲の整備内容について既存資料を基に設定すること。 

なお、地域計画に必要な添付資料については、次の事項を参考にし、承認

にあたり国または大阪府より別途資料を求められた時は本組合に協力し、完

備できるよう努めること。 

 

① 様式１：循環型社会形成推進交付金等事業計画総括表１ 

② 様式２：循環型社会形成推進交付金等事業計画総括表２ 

③ 様式３：地域の循環型社会形成推進に向けた施策の一覧 

④ その他参考資料等、必要な書類 

 

地域計画の策定に係る留意事項 

 

 本仕様書に定める書類等のほか、今後、国及び大阪府からの通知及び

通達によって、内容変更又は追加等に必要になったものについては随時作

成するものとする。 

 

 地域計画の策定に並行し、圏域におけるごみ処理基本計画を策定（見

直し）していることから、直近のごみ処理基本計画も含め、整合性を図る

こと。 

また、国及び大阪府への地域計画の承認申請においては、生活排水処理

系の計画を含む地域を取りまとめた計画書を提出することになるため、必

要な情報は組合を通じ構成市の環境部局より取り寄せ、取りまとめについ

ては本業務において行うこと。 

 

 本組合が平成 23年度に策定した泉南清掃工場長寿命化計画において

令和 12年度に次期ごみ処理施設の供用開始を計画していることから、次

期ごみ処理施設に係る計画を視野に入れた計画であるものとする。 

また、地域計画は５年間を標準に最長７年間の計画であることから、次

期ごみ処理施設の建設に係る一連の整備事業案件は地域計画を分割するこ

とが想定されるため、次期地域計画の引継ぎがスムーズに行えるよう心掛

け作成にあたること。 

 

 地域計画については圏域での計画であることから、作成に係る協議に

ついては構成市関係部局の職員も参画し実施することを前提とする。 

 

 次期ごみ処理施設の計画においては、令和４年度より次期清掃工場の

建設に係る基本構想・計画を見込んでいる。このことを踏まえ、地域計画

の策定にあっては、令和４年度早々に環境大臣による承認が得られること

を目標とし、事前に承諾申請が行えることを念頭に業務にあたること。 

また、基本構想・計画等は循環型社会形成推進交付取扱要領（環境省）

に基づく計画支援業務として交付の対象とされていることから、令和４年

の交付金適用は必須条件となる。 
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このことから、令和３年度中に当該年度にあたる大阪府からの要望額調

査にも適宜回答する必要があることから、交付申請に係る事前の手続きが

行えることを念頭に業務にあたるほか、本手続きにおいては本組合が必要

とする書類作成にあたり協力し支援を行うこと。 

 

 前項を鑑み、地域計画の提出は例年 12月上旬を予定している。 

このことからも、ごみ処理基本計画を含め素案として令和３年９月末日

までに作成にあたること。 


